
上野地区まちづくりビジョン策定委員会設置要綱 

 

平成２９年１０月１７日 

２９台都計第９２号 

平成３０年４月１日  

３０台都計第６－３号 

平 成 ３ 1 年 ４ 月 １ 日 

３ １ 台 都 地 一 第 ９ 号 

（目 的） 

第１条 上野地区におけるまちづくりの方向性を示す「上野地区まちづくりビジョン」

（以下「まちづくりビジョン」という。）を策定するため、上野地区まちづくりビジ

ョン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

 (１) まちづくりビジョンの策定に関すること。 

 (２) 都市基盤整備（道路整備、歩行者動線整備等をいう。以下同じ。）等に関する

こと。 

 (３) まちづくり等に関すること。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、上野地区のまちづくりに関して必要な事項 

 

（構 成） 

第３条 策定委員会は、別表１に掲げる者をもって構成する。 

 

（座長及び副座長） 

第４条 策定委員会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長及び副座長は、別表１に規定する学識経験を有する者のうちから、委員の互選

によってこれを定める。 

３ 座長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

（招集等） 

第５条 座長は、会議を招集し、これを主宰する。 

２ 座長は、必要に応じて策定委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意

見を聴くことができる。 

 



（専門部会） 

第６条 第２条に規定する検討事項を専門的に検討するため、策定委員会の下に次の専

門部会を設置する。 

 (１) 基盤整備部会 都市基盤整備等に関する事項 

 (２) まちづくり部会 まちづくり等に関する事項 

２ 各専門部会は、別表２及び別表３に掲げる者をもって構成する。 

３ 各専門部会に部会長を置き、学識経験を有する者の中から座長が指名する。 

４ 各部会長は、必要に応じて部会に部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意

見を聴くことができる。 

５ 部会長は、部会の検討結果を策定委員会へ報告する。 

 

（会議及び会議録等の取扱い） 

第７条 会議並びに会議録及び会議に係る資料（以下これらを「会議録等」という。）

は、公開する。ただし、座長が特に必要があると認めたときは、会議録等を公開しな

いことができる。 

 

（任 期） 

第８条 座長、副座長及び委員並び専門部会の部会長及び部会員の任期は、まちづくり

ビジョンの策定が終了する日までとする。 

 

（事務局） 

第９条 策定委員会の事務局は、都市づくり部地域整備第一課に置く。 

 

（まちづくりビジョンの公表） 

第１０条 策定委員会がまちづくりビジョンを策定したときは、これを公表する。 

 

（委 任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、座長が別

に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２９年１０月１７日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 



別表１（第３条関係）上野地区まちづくりビジョン策定委員会 

座 長  

学識経験を有する者 副座長 

委 員 

委 員 副都心上野まちづくり協議会に属する者 

委 員 御徒町駅広場周辺地区まちづくり協議会に属する者 

委 員 御徒町駅東側区域まちづくり協議会に属する者 

委 員 竹町地区町会連合会に属する者 

委 員 東上野地区町会連合会に属する者 

委 員 上野地区町会連合会に属する者 

委 員 上野商店街連合会に属する者 

委 員 上野観光連盟に属する者 

委 員 東日本旅客鉄道株式会社に属する者 

委 員 東京地下鉄株式会社に属する者 

委 員 京成電鉄株式会社に属する者 

委 員 技監 

委 員 企画財政部長 

委 員 都市づくり部長 

委 員 都市づくり部土木担当部長 

 

 

別表２（第６条関係）基盤整備部会 

基盤整備部会長 
学識経験を有する者 

基盤整備部会員 

基盤整備部会員 東日本旅客鉄道株式会社に属する者 

基盤整備部会員 東京地下鉄株式会社に属する者 

基盤整備部会員 京成電鉄株式会社に属する者 

基盤整備部会員 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所に属する者 

基盤整備部会員 東京都建設局に属する者 

基盤整備部会員 都市づくり部長 

基盤整備部会員 都市づくり部土木担当部長 

 



別表３（第６条関係）まちづくり部会 

まちづくり部会長 
学識経験を有する者 

まちづくり部会員 

まちづくり部会員 副都心上野まちづくり協議会に属する者 

まちづくり部会員 御徒町駅広場周辺地区まちづくり協議会に属する者 

まちづくり部会員 御徒町駅東側区域まちづくり協議会に属する者 

まちづくり部会員 竹町地区町会連合会に属する者 

まちづくり部会員 東上野地区町会連合会に属する者 

まちづくり部会員 上野地区町会連合会に属する者 

まちづくり部会員 上野商店街連合会に属する者 

まちづくり部会員 上野観光連盟に属する者 

まちづくり部会員 都市づくり部長 

まちづくり部会員 都市づくり部土木担当部長 

 


